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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定範囲を測距型センサで測定して当該所定範囲にある物体までの距離を示す距離デー
タを生成する生成手段と、
　生成された前記距離データと前記所定範囲にある静止物体までの距離を示す背景データ
との差分に基づいて前記所定範囲に人が存在するかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定の結果に基づき、第１の電力状態よりも消費電力の小さい第２
の電力状態から前記第１の電力状態に移行させる制御手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記背景データを保存する保存手段をさらに備え、
　前記背景データは、前記情報処理装置の電力状態を前記第２の電力状態に移行させる条
件を満たしたときに、前記保存手段に保存される、ことを特徴とする請求項１に記載の情
報処理装置。
【請求項３】
　前記保存手段に保存された前記背景データは更新されることを特徴とする請求項２に記
載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記保存手段に保存された前記背景データは、定期的に更新されることを特徴とする請
求項２に記載の情報処理装置。
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【請求項５】
　前記更新は、所定期間中に前記生成手段によって生成された前記距離データに少なくと
も基づき行われることを特徴とする請求項３又は４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記背景データは、所定期間中に前記生成手段によって生成された前記距離データに基
づき生成されることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記距離データに含まれるノイズを除去するノイズ除去手段をさらに備えたことを特徴
とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記判定手段は、前記ノイズが除去された距離データに基づき生成された前記背景デー
タを用いて前記判定を行うことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、
　　前記第２の電力状態のときに所定期間中に生成された前記距離データと前記保存手段
に保存された前記背景データとに少なくとも基づき、前記情報処理装置の電力消費状態を
前記第２の電力状態から前記第１の電力状態に移行させる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記測距型センサは、超音波を用いた超音波センサであることを特徴とする請求項１に
記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記背景データは、ユーザまたは管理者から前記情報処理装置の電源をオンにする指示
を受信した場合に保存手段に保存され、
　前記判定手段は、前記保存手段に保存された前記背景データを用いて、前記判定を行う
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記背景データは、ユーザまたは管理者から前記測距型センサの機能を有効にする指示
を受信した場合に保存手段に保存され、
　前記判定手段は、前記保存手段に保存された前記背景データを用いて、前記判定を行う
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記保存手段に保存された前記背景データは更新されることを特徴とする請求項１１又
は１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記保存手段に保存された前記背景データは、定期的に更新されることを特徴とする請
求項１１又は１２に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記保存手段に保存された前記背景データは、前記第２の電力状態のときに所定期間中
に生成された前記距離データに少なくとも基づき更新されることを特徴とする請求項１１
又は１２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記背景データは、前記第２の電力状態のときに所定期間中に生成された距離データに
基づき生成されることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記判定手段は、
　　前記第２の電力状態のときに所定期間中に生成された距離データと前記保存手段に保
存された前記背景データとに少なくとも基づいて前記判定を行い、
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　前記制御手段は、前記判定手段による判定の結果に基づき、前記情報処理装置における
電力消費状態を前記第２の電力状態から前記第１の電力状態に移行させる、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　所定範囲を測距型センサで測定して当該所定範囲にある物体までの距離を示す距離デー
タを生成する生成ステップと、
　生成された前記距離データと前記所定範囲にある静止物体までの距離を示す背景データ
との差分に基づいて前記所定範囲に人が存在するかどうかを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップによる判定の結果に基づき、第１の電力状態よりも消費電力の小さい
第２の電力状態から前記第１の電力状態に移行させる制御ステップと、
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１９】
　第１の電力状態及び当該第１の電力状態よりも消費電力の小さい第２の電力状態に移行
可能な情報処理装置の制御方法であって、
　所定範囲を測距型センサで測定して当該所定範囲にある物体までの距離を示す距離デー
タを生成するステップと、
　生成された前記距離データと前記所定範囲にある静止物体までの距離を示す背景データ
との差分に基づいて前記所定範囲に人が存在するかどうかを判定するステップと、
　ユーザまたは管理者から所定の指示を受信した場合に、所定期間中に生成された前記背
景データを保存手段に保存するステップと、
　前記保存手段に保存された前記背景データ及び前記第２の電力状態のときに前記所定期
間中に生成された前記距離データを用いた前記判定の結果に少なくとも基づき、前記情報
処理装置における電力消費状態を、制御手段によって前記第２の電力状態から前記第１の
電力状態に移行させるステップと、
　を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項２０】
　コンピュータに、請求項１８又は１９に記載の制御方法を実行させるためのプログラム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波センサ等の測距型センサを用いた人体検知において、静止物体による
誤検知を防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プリンタなどの電子機器には、当該電子機器から人体までの距離を計測してユー
ザであるか通行人であるかを判別する人感センサ機能が搭載されるものも多い。この人感
センサ機能を実現するためのセンサとしては例えば超音波センサが用いられる（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１９５５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　超音波センサは、超音波を放射し戻ってくる反射波を受信して物体を検知するセンサで
ある。超音波を出力してから物体からの反射波を受信するまでの時間を測定することで、
物体までの距離を算出する。しかし、超音波センサから放射される超音波は、その周囲に
存在する人体以外の物体にも反射する。よって、何ら対策を施さないと、例えばユーザが
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プリンタなどの電子機器から離れてしまったにもかかわらず、その周辺にある柱や仮置き
された荷物等の静止物体からの反射波によって、未だにユーザがそこに居続けているもの
と誤判定してしまう可能性がある。そのため、受信した反射波が静止物体から反射したも
のなのか、人体から反射したものなのかを区別できるようにすることが重要となる。そし
て、この静止物体による誤判定の問題は測距型センサ全般に共通する問題である。
【０００５】
　本発明の目的は、測距型センサを用いた人体検知において、静止物体による誤検知を防
止して、プリンタ等の電子機器に接近する人（或いは離れる人）を正確に検知することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る情報処理装置は、所定範囲を測距型センサで測定して当該所定範囲にある
物体までの距離を示す距離データを生成する生成手段と、生成された前記距離データと前
記所定範囲にある静止物体までの距離を示す背景データとの差分に基づいて前記所定範囲
に人が存在するかどうかを判定する判定手段と、前記判定手段による判定の結果に基づき
、第１の電力状態よりも消費電力の小さい第２の電力状態から前記第１の電力状態に移行
させる制御手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、測距型センサを用いた人体検知において、静止物体による誤検知を防
止して、プリンタ等の電子機器に接近する人（或いは離れる人）を正確に検知することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ＭＦＰの概略ブロック図である。
【図２】ＭＦＰ各部の詳細を示すブロック図である。
【図３】人感センサ部の検知エリアを示す図である。
【図４】人感センサ部における各信号の入出力のタイミングを示す図である。
【図５】実施例１に係る、ユーザ検知処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は距離データの一例を示す図であり、（ｂ）は検知エリアを示す図である
【図７】（ａ）は距離データと背景データとの関係を示す図であり、同（ｂ）は人の位置
関係を示す図である。
【図８】背景データ取得処理のフローチャートである。
【図９】OR合成によって生成された背景データの一例を示す図である。
【図１０】変形例に係る、人感センサ部の検知状態及びＭＦＰの電力モードの状態を時系
列に示した図である。
【図１１】背景データの更新を説明する図である。
【図１２】実施例２に係る、背景データ更新処理を含むユーザ検知処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施例は本発
明を限定するものではなく、また、本実施例で説明されている特徴の組み合わせの全てが
本発明の解決手段に必須のものとは限らない。なお、同一の構成については、同じ符号を
付して説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本実施例に係る、人感センサ機能を搭載した電子機器としての多機能プリンタ
（MFP：Multi Function Printer）の概略ブロック図である。ＭＦＰ１０は、プリント機
能、スキャナ機能、コピー機能、ＦＡＸ機能などの複数の機能を備える。
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【００１１】
　ＭＦＰ１０は、電源部１００、メインコントローラ２００、スキャナ部３００、プリン
タ部４００、操作部５００、及び人感センサ部６００で構成される。ＭＦＰ１０は、電力
モードとして少なくとも２つのモード、具体的には、コピー動作やスキャン動作といった
ＭＦＰ１０の通常動作を実行可能な状態であるスタンバイモードと、当該スタンバイモー
ドより消費電力を抑えたスリープモードとを有する。例えば、一定時間経過してもＭＦＰ
１０がユーザによって使用されない場合に、メインコントローラ２００が電源部１００を
制御して上記電力モードをスタンバイモードからスリープモードへと移行させる。スリー
プモード時には、スキャナ部３００やプリンタ部４００などへの電源供給が停止し、メイ
ンコントローラ２００と操作部５００についても一部を除き電源供給が停止される。この
スリープモード中においても人感センサ部６００は動作可能な状態に置かれ、ＭＦＰ１０
のユーザが所定範囲内にいるかどうかを検知して、スリープモードからスタンバイモード
へと復帰する制御がなされる。
【００１２】
　図２は、ＭＦＰ１０が備える上記各部（電源部１００、メインコントローラ２００、ス
キャナ部３００、プリンタ部４００、操作部５００、人感センサ部６００）の詳細を示す
ブロック図である。
【００１３】
　スキャナ部３００は、不図示のＡＤＦ（Auto Document Feeder）等にセットされた原稿
を光学的に読み取って画像データを生成する。スキャナ部３００は、スキャナ制御部３２
１とスキャナ駆動部３２２とで構成される。スキャナ駆動部３２２は、原稿を読み取る読
取ヘッドを移動させる駆動機構や、原稿を読取位置まで搬送するための駆動機構などを含
む。スキャナ制御部３２１は、ユーザによって設定されたスキャナ処理に関する設定情報
をメインコントローラ２００から受信し、当該設定情報に基づいてスキャナ駆動部３２２
の動作を制御する。
【００１４】
　プリンタ部４００は、例えば電子写真方式に従って記録媒体（用紙）に画像を形成する
。プリンタ部４００は、プリンタ制御部４２１とプリンタ駆動部４２２とで構成される。
プリンタ駆動部４２２は、感光ドラムを回転させるモータ、定着器を加圧するための機構
部、ヒータなどを含む。プリンタ制御部４２１は、ユーザによって設定されたプリント処
理に関する設定情報をメインコントローラ２００から受信し、当該設定情報に基づいてプ
リンタ駆動部４２２の動作を制御する。
【００１５】
　メインコントローラ２００は、ＭＦＰ１０を統括的に制御する機能を有し、そのための
構成（ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなど）を備える。メインコントローラ２００は、例えばＦ
ＡＸ回線から入力された画像データに対して必要な画像処理を行って出力したり、操作部
５００へのユーザ指示に応じてコピー・スキャン・プリントといった各種動作を実行した
りする。また、メインコントローラ２００は、電源部１００を制御して上述の電力モード
の切り替えも行う。
【００１６】
　また、メインコントローラ２００の内部は、スリープモード中も動作可能な状態を維持
する必要のある電源系統１と、スリープモード中は動作可能な状態を維持する必要のない
電源系統２の少なくとも２種類の系統に分かれている。電源I/F２０１から電源供給を受
けた内部電源生成部２０２によって電源系統１に対しては常に電力が供給される。電源系
統１は、スリープモード中であっても、ＦＡＸ受信やネットワークを介してプリント要求
があった場合に反応できるように、電源制御部２１１とＦＡＸコントローラ ２１３とＬ
ＡＮコントローラ２１２が接続される。一方、電源系統２には、起動時に必要なプログラ
ム等を格納するＲＯＭ２２６、コピー等の動作時に必要な画像処理を行う画像処理部２２
２の他、スキャナI/F２２３、プリンタI/F２２４、ＨＤＤ２２５が接続される。これら電
源系統２に接続された各部には、スリープモード時には電力が供給されない。電源制御部
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２１１は、スリープモード中にその接続先の中から割り込み信号Ａ～Ｃのいずれかが入力
されると、内部電源生成部２０２を制御して電源系統２に電力を供給し、スリープモード
からスタンバイモードへと移行させる。
【００１７】
　ここで、割り込み信号Ａは、ＦＡＸコントローラ２１３がＦＡＸ回線からＦＡＸ受信す
ると、それに応じて出力される信号である。割り込み信号Ｂは、ＬＡＮコントローラ２１
２がＬＡＮからプリントジョブパケットや状態確認パケットを受信すると、それに応じて
出力される信号である。割り込み信号Ｃは、操作部５００内部のマイコン５１４から出力
される信号であり、人感センサ部６００がユーザを検知した場合や節電ボタン５１２が押
下された際に出力される信号である。これら割り込み信号Ａ～Ｃによってメインコントロ
ーラ２００内の電源系統２への電力供給が開始すると、スリープモード移行前の状態にＭ
ＦＰ１０を復帰させるための状態情報を、常にセルフリフレッシュ動作を行っていたＲＡ
Ｍ２１４からＣＰＵ２２１が読み出す。その後、通常電力モードへと復帰すると、割り込
み信号Ａ～Ｃの復帰要因に応じた処理がＣＰＵ２２１によって行われる。
【００１８】
　操作部５００は、ＬＣＤパネルとタッチパネルが一体になったＬＣＤタッチパネル部５
２４と、テンキーやスタートキーなどのユーザのキー操作を検知するキー部５１５とブザ
ー５２６を有する。ＬＣＤタッチパネル部５２４には、ＬＣＤコントローラ５２３によっ
て、メインコントローラ２００で生成されたＵＩ画面の画像データが描画される。ＬＣＤ
タッチパネル部５２４に表示されたＵＩ画面をユーザが触れて操作すると、タッチパネル
コントローラ５１６が、ユーザが触れた箇所の座標データを解析してマイコン５１４へ通
知し、マイコン５１４はさらにＣＰＵ２１１へそれを通知する。マイコン５１４は、キー
部５１５に対するユーザ操作の有無を定期的に確認し、ユーザ操作があった場合、ＣＰＵ
２２１へそれを通知する。ＬＣＤタッチパネル部５２４やキー部５１５へのユーザ操作が
あったことの通知を受けたＣＰＵ２２１は、操作内容に応じてＭＦＰ１０を動作させる。
【００１９】
　操作部５００には、通知ＬＥＤ５２７、主電源ＬＥＤ５１１、節電ＬＥＤ５１３といっ
た複数種類のＬＥＤが内蔵されている。主電源ＬＥＤ５１１は、ＭＦＰ１０の主電源が入
っている際に常に点灯するＬＥＤである。通知ＬＥＤ５２７は、マイコン５１４によって
制御され、ジョブ実行中やエラー発生などのＭＦＰ１０の状態をユーザに通知するための
ＬＥＤでる。操作部５００の内部も、スリープモード中も動作可能な状態を維持する必要
のある電源系統１と、スリープモード中は動作可能な状態を維持する必要のない電源系統
２の少なくとも２種類の系統に分かれている。電源系統１には、マイコン５１４、主電源
ＬＥＤ５１１、節電ボタン５１２、節電ＬＥＤ５１３、タッチパネルコントローラ５１６
、キー部５１５が接続され、スリープモード中も電力が供給される。電源系統２には、Ｌ
ＣＤコントローラ５２３、ＬＣＤタッチパネル部５２４、ブザー５２６、通知ＬＥＤ５２
７が接続され、スリープモード中は電力供給が停止される。
【００２０】
　測距型センサである人感センサ部６００は、スリープモード中も電力が供給される電源
系統１に接続される。人感センサ部６００センサの状態をマイコン５１４が定期的に読み
とって処理することによって、スリープモード中であっても人の動きを検知することがで
きる。人感センサ部６００は、トランスデューサ６１０、放射ドライバ６１１及びアンプ
／コンパレータ６１２で構成される。マイコン５１４は、放射ドライバ６１１を介してト
ランスデューサ６１０を駆動する。トランスデューサ６１０は放射ドライバ６１１によっ
て与えられた電気信号を振動に変換し、超音波をＭＦＰ１０の前方に向けて放射する。ま
た、トランスデューサ６１０は、物体からの反射波を受信し電気信号に変換する。アンプ
／コンパレータ６１２は、トランスデューサ６１０から出力される微小な電気信号をオペ
アンプ等で増幅し、所定の周波数で包絡線検波を行ない、コンパレータによって二値化し
て、マイコン５１４が処理できる信号に変換する。マイコン５１４は、アンプ／コンパレ
ータ６１２からの出力信号を、割り込み受信可能である。本実施例におけるトランスデュ



(7) JP 6929028 B2 2021.9.1

10

20

30

40

50

ーサ６１０は送受信を兼用するが、例えば、放射ドライバ６１１とアンプ／コンパレータ
６１２に対して送信（放射）及び受信用のトランスデューサがそれぞれ接続される構成で
あってもよい。なお、人感センサ部６００で使用するセンサは、所定範囲に存在する人体
との距離を測定可能なセンサであればよく、例えば赤外光を利用した光電センサなどでも
よい。
【００２１】
　マイコン５１４は、ＣＰＵ、メモリ、タイマなどを１つのチップに組み込んだ小型の制
御用コンピュータで、マイクロコントローラの略である。マイコン５１４は、人感センサ
部６００に超音波の発振出力信号を一定時間入力し、その後に人感センサ部６００に入力
される反射波の検出結果を処理して人体（ユーザ）の存在を判断する。そして、ユーザが
居ると判断した場合に割り込み信号Ｃを電源制御部２１１へ出力する。これらの処理は、
マイコン５１４の内部ＣＰＵが内部ＲＯＭに格納された制御プログラムを読み出して実行
することによって実現される。電源制御部２１１は、割り込み信号Ｃを受けると電源部１
００を制御して、スリープモードからスタンバイモードへと復帰させる。なお、人感セン
サ部６００への電源供給を電源部１００から直接行ってもよい。また、本実施例において
マイコン５１４は操作部５００に組み込まれており、ＭＦＰ１０と一体化されているが、
以下で説明するユーザ検知制御を行う機構を、ＭＦＰ１０とは独立した装置として構成し
てもよい。
【００２２】
　図３は、人感センサ部６００の検知エリアを示す図である。人感センサ部６００は、所
定の周波数（例えば40KHz）の超音波を放射して、物体に当たって戻ってきた反射波を受
信し、放射から受信までに要した時間に基づき、物体までの距離を推定する。図３の（ａ
）はＭＦＰ１０を上面から見た図、同（ｂ）は側面から見た図であり、扇形の部分６２０
が検知エリアを示している。本実施例では、人感センサ部６００の検知エリアを、ＭＦＰ
１０の正面（或いは正面やや下向き）に設定し、人体に当たって反射した超音波を検知す
るようにしている。そして、検知エリア６２０は２段階で、つまり、ＭＦＰ１０の筐体か
ら約2m離れた位置よりも近い距離に存在する人を第１段階として、筐体の約50cm手前で筐
体幅と同じ幅の領域内に存在する人を第２段階として、検知可能に設定されているものと
する。
【００２３】
　図４は、人感センサ部６００における各信号の入出力のタイミングを示す図である。ま
ず、マイコン５１４は、放射ドライバ６１１を駆動し、併せて内部タイマのカウントを開
始させる。また、マイコン５１４は、アンプ／コンパレータ６１２からの割り込み受信を
開始する。放射ドライバ６１１は、センサ固有の周波数（ここでは40kHz）でトランスデ
ューサ６１０を駆動する。なお、本実施例ではトランスデューサ６１０をDuty比50％で駆
動しているが、必ずしも50％でなくてもよい。例えば、トランスデューサ６１０の駆動開
始時からDuty比を段階的に5％、10％・・・といった具合に大きくしてもよい。これによ
り、トランスデューサ６１０が発する可聴音を低減させることができる。ここで、トラン
スデューサ６１０は放射ドライバ６１１のバースト駆動（バースト間隔：100msec）とほ
ぼ同時に超音波の検出信号を受信しているが、これはトランスデューサ６１０から放射さ
れる超音波と、トランスデューサ６１０の残響振動が重なった「直接波」の検出信号であ
る。したがって、受信した検出信号のうち直接波の検出信号を除いた部分が、物体に反射
して戻ってきた「反射波」の検出信号である。
【００２４】
　マイコン５１４は、放射ドライバ６１１の駆動開始時刻から、所定の測定時間（ここで
は10msec）の間、アンプ／コンパレータ６１２からの出力信号を割り込み受信する。マイ
コン５１４は、反射波による出力信号の割り込み受信までの時間を測定することで、物体
までの距離を得ることができる。具体的には、割り込み受信までの時間は、物体までの距
離の2倍を音速（ta＝25℃では、約340m/sec）で割ったものとなるので、この関係式より
物体までの距離が得られる。なお、上述の測定時間10msecは、ＭＦＰから約1.7ｍの範囲
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内に入った人を認識することを前提にした時間であり、例えばより遠い距離の範囲内に人
が侵入した時点で認識できるようにしたい場合は測定時間をさらに長くすればよい。
【００２５】
　＜ユーザ検知処理＞
　図５は、本実施例に係る、ＭＦＰ１０のマイコン５１４が実行する、スリープモード下
におけるユーザ検知処理の流れを示すフローチャートである。マイコン５１４は、図５の
フローに示すユーザ検知処理を所定時間（例えば100msec）間隔で実行する。なお、この
フローでは、本発明の目的である静止物体による誤検知を抑制するための制御に絞って必
要な処理を記載している点に留意されたい。
【００２６】
　ステップ５０１では、人感センサ部６００に対し超音波の放射とその反射波の測定が指
示され、測定結果であるアンプ／コンパレータ６１２の出力信号（デジタル信号）が取得
される。具体的には、出力信号がHighからLowに変化（Fall）したタイミング、及びLowか
らHighに変化（Rise）したタイミングを割り込み受信する。こうして取得した、アンプ／
コンパレータ６１２の出力信号の状態は、検知アリア６２０内に存在する物体までの距離
を表す距離データとして、マイコン５１４の内部メモリに保存される。図６（ａ）は、内
部メモリに保存される距離データの一例を示す図であり、６０１はアンプ／コンパレータ
６１２の出力信号、６０２が距離データを示している。距離データ６０２において、斜線
部分が出力信号のLowに対応する “物体あり”を示し、非斜線部分が出力信号のHighに対
応する“物体なし”を示している。本実施例のマイコン５１４は、測定時間10msec分の距
離データを保存するための領域を内部メモリに確保している。ここで、音速＝340m/secと
仮定し、10msecを距離に換算すると、340(m/sec)×10(msec)／2＝1.7ｍとなる。この場合
、マイコン５１４は、ＭＦＰ１０の前方1.7ｍまでの物体の存否を認識可能となる（図６
（ｂ）を参照）。ここで、距離データは、測定時間10msecをその1/100単位に分割した全1
00個の要素が時系列に並んだ配列構造を有している。このとき、単位距離に相当する１個
の要素は17mm（10msec／100＝100μsec）を表すこととなる。なお、より細かく距離をサ
ンプリングしたい場合は、測定時間当たりの分割数を大きく（分割単位を小さく）すれば
よい。
【００２７】
　ステップ５０２では、取得した距離データに対しノイズ除去処理が実行される。トラン
スデューサ６１０には、例えばスプレー噴射等による高周波音など様々なノイズが混入し
得るため、マイコン５１４が受信するデジタル信号にもこれらノイズが含まれ得る。そこ
で、本ステップにおいて、ステップ５０１で取得した距離データに含まれるノイズを除去
する。例えば、アンプ／コンパレータ６１２から受け取るデジタル信号のFall割り込み及
びRise割り込みの間隔が狭すぎる場合や逆に広すぎる場合、それらをノイズと判断して距
離データから取り除く。ノイズの判定基準としては、人体からの反射波の場合における前
述の要素数が実験等によって仮に10個～15個程度であったとき、例えば3個以下を狭すぎ
する、20個以上を広すぎるといった具合に閾値を設定しておけばよい。そして、二値画像
処理における一般的なフィルタリング手法である、オープニング（膨張処理）・クロージ
ング（収縮処理）等を適用して、ノイズと判断された部分を除去すればよい。図６（ａ）
に示す距離データ６０２において、参照符号６０４は存在しないはずの物体を検出したと
推測される部分を示し、参照符号６０５は存在するはずの物体を検出できなかったと推測
される部分を示しており、いずれもノイズと判断される。これらノイズと判断される部分
６０４及び６０５を除去したものが、図６（ａ）に示す距離データ６０３である。ノイズ
除去後の距離データは、現在フレームの距離データとして、再び内部メモリに保存される
。なお、人感センサ部６００の出力信号にノイズが含まれる可能性が低い場合は、本ステ
ップを省略してもよい。
【００２８】
　ステップ５０３では、上記現在フレームの距離データと予め取得・保存された背景デー
タとが内部メモリから読み出され、両者の間に差分があるかどうかが判定される。ここで
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、背景データとは、検知エリア６２０内にある静止物体の位置を示す距離データのことで
ある。この背景データは、人感センサ部６００を用いて生成され、直接波の情報の他、検
知エリア６２０内に存在する静止物体（例えば、柱や仮置きされた荷物等）に由来する反
射波の情報が含まれることになる。この背景データの取得については後述する。図７（ａ
）は複数の時点における距離データと背景データとの関係を示す図であり、同（ｂ）は当
該複数の時点におけるＭＦＰ１０に近づく人の位置関係を示す図である。まずｔ5の時点
では、人は検知エリア６２０の範囲外に居る。そのため、ｔ5の時点で得られる距離デー
タ７０１は背景データ７００と等しく、両データの間に差分はない。これに対し、ｔ4～
ｔ0の各時点では、人が検知エリア６２０内に存在しており、ｔ4からｔ0にかけて段階的
に人がＭＦＰ１０に接近している。そのため、ｔ4～ｔ0の各時点では背景データ７００と
各距離データ７０２～７０６との間で差分が生じている。両データを比較した結果、差分
があれば、検知エリア６２０内に動体（人体）が存在するものとして、ステップ５０４に
進む。一方、差分がなければ、検知エリア６２０内に動体（人体）が存在しないものとし
て、ステップ５０５に進む。
【００２９】
　ステップ５０４では、ステップ５０３で存在すると判定された動体（物体）までの距離
を表す情報（距離情報）が内部メモリに保存される。例えば、前述の図７において、ｔ0
の時点における動体までの距離は、１要素分の距離である17mmに当該動体までの要素数で
ある14を乗じた値、17×14＝238mmである。したがって、この238mmの情報がｔ0時点の距
離情報として内部メモリに保存される。なお、前述の通り、検出した物体までの距離は、
超音波が放射されてから人体に反射して戻ってくるまでの往復に要した時間に等しいこと
から、距離に換算する前の時間情報を、距離情報として保存してもよい。こうして内部メ
モリには、現在のフレームから所定数のフレームを遡った過去一定期間分（例えば、過去
の20フレーム分：20×100msec＝2.0sec分）の距離情報が時系列に保存される。マイコン
５１４は、この時系列に保存された距離情報を解析することで（後述のステップ５０６）
、検知エリア６２０内にＭＦＰ１０の使用意図が推認されるユーザが居るかどうかを判定
する。なお、保存するフレーム数は任意であり、保存するフレーム数が多いほど検知エリ
ア６２０の過去の状態を詳しく知ることが可能になるが、より多くのメモリ領域の確保が
必要となる。
【００３０】
　ステップ５０５では、検知エリア６２０内に動体が存在しないことを示す距離情報（例
えば距離を表す値として無効な値）が内部メモリに保存される。なお、動体の不存在を把
握できればよく、通常の距離値とは形式の異なる情報（例えばフラグ）であってもよい。
【００３１】
　ステップ５０６では、検知エリア６２０内にＭＦＰ１０の使用意図が推認されるユーザ
が存在するかどうかの判定がなされる。具体的には、現時点から遡った過去一定期間分（
ここでは直近の20フレーム分）の距離情報を内部メモリから読み出し、当該読み出した距
離情報に基づき、動体（人体）の時系列な変化を解析して、検知エリア６２０内の動体が
ＭＦＰ１０を使用する意思のあるユーザであるか否かが判定される。この解析には、例え
ば、単純なパターンマッチングやＤＰマッチング、もしくは、隠れマルコフモデルやニュ
ーラルネットワーク等の機械学習といった公知の手法を用いればよい。所定数のフレーム
分遡った過去から現在までの距離情報の変化を解析することにより、ユーザの接近或いは
離脱を判定することができる。
【００３２】
　ステップ５０７では、ステップ５０６での判定結果に従って処理の切り分けがなされる
。まず、ＭＦＰ１０の使用意図が推認されるユーザが検知エリア６２０内に存在するとの
判定結果であった場合は、前述の割り込み信号Ｃが電源制御部２１１に対して出力される
。電源制御部２１１は、この割り込み信号Ｃに応答してスリープモードを解除して、スタ
ンバイモードに移行する。これにより、ＭＦＰ１０はユーザが利用可能な状態となる。一
方、ＭＦＰ１０の使用意図が推認されるユーザが検知エリア６２０内に存在しないとの判
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定結果であった場合は、本処理を抜ける。
【００３３】
　以上が、スリープモード下におけるユーザ検知処理の内容である。なお、本実施例では
、スリープモードからスタンバイモードに復帰する場面を念頭に説明を行ったが、本発明
を適用可能な場面はこれに限定されない。例えば、同様の処理をスタンバイモード下で行
って、ユーザが検知エリアから離脱したと判定した場合に電源制御部２１１に通知するよ
うに構成し、当該通知を受けて電源制御部２１１が、電力モードをスリープモードに変更
するようにしてもよい。
【００３４】
　＜背景データ取得処理＞
続いて、前述のステップ５０３の判定処理で参照される、背景データの取得について説明
する。図８は、背景データ取得処理のフローチャートである。この背景データ取得処理は
、例えば、ＭＦＰ１０の電源投入時や人感センサ機能がオフからオンに変更されたタイミ
ングで、マイコン５１４が実行する。前述のユーザ検知処理の実行に先立って背景データ
を用意しておく必要があることから、上述のようなタイミングで実行されるように制御さ
れる。なお、取得した背景データをＲＯＭやＨＤＤといった不揮発性メモリに保存してお
くことで、電源投入等の度に背景データの取得処理が繰り返されるのを回避できる。
【００３５】
　ステップ８０１では、背景データの生成に必要な所定フレーム数以上の距離データが取
得済みであるか否かが判定される。所定フレーム数としては、例えば5～10が設定される
。所定フレーム数が多いほど高精度の背景データを得られることになるが、その分処理に
時間を要し消費するメモリ量も増えるため、そのトレードオフを考慮して決定すればよい
。所定フレーム数以上の距離データが取得済みである場合は、ステップ８０６に進む。一
方、取得済みの距離データが所定フレーム数未満である場合は、ステップ８０２に進む。
ステップ８０２では、距離データの取得タイミングが到来しているかどうかが判定される
。距離データの取得は所定間隔（例えば100msec）で実行されるように設定され、マイコ
ン５１４内のタイマ（不図示）によって、取得タイミングの到来が確認されると、ステッ
プ８０３に進む。
【００３６】
　ステップ８０３では、前述の図５のフローにおけるステップ５０１と同様、人感センサ
部６００に対し超音波の放射とその反射波の測定が指示され、測定結果であるアンプ／コ
ンパレータ６１２の出力信号（デジタル信号）が距離データとして取得される。続くステ
ップ８０４では、前述の図５のフローにおけるステップ５０２と同様、取得した距離デー
タに対しノイズ除去が施される。そして、ステップ８０５で、ノイズが除去された距離デ
ータが内部メモリに保存されると、ステップ８０１に戻る。なお、前述の図５のフローと
同様、人感センサ部６００の出力信号にノイズが含まれる可能性が低い場合、ノイズ除去
の実行を省略してもよい。また、前述のユーザ検知処理ではノイズ除去処理を実行しつつ
、背景データ取得処理では、あえてノイズ除去処理を実行しないように構成してもよい。
これにより、動体の誤検知を低減させる効果が期待できる。
【００３７】
　ステップ８０６では、所定フレーム数の全距離データを用いて背景データが生成される
。具体的には、内部メモリから全距離データを読み出し、当該読み出した全距離データを
要素ごとにOR合成（論理和）する。この他、全距離データの要素ごとに「物体あり」と判
定された回数を求め、「物体あり」と判定された割合が一定以上の要素のみを最終的に「
物体あり」の要素とすることで背景データを生成してもよい。図９は、複数の距離データ
のOR合成によって生成された背景データの一例を示す図である。このようにして生成され
た背景データは、ステップ８０７でマイコン５１４の内部メモリ等に保存され、本処理を
終える。以上が、背景データ取得処理の内容である。
【００３８】
　＜変形例＞
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　上述した実施例では、背景データの取得を行うタイミングとして、ＭＦＰ１０の電源投
入時や人感センサ機能がオフからオンに変更される時を例示した。しかし、背景データ取
得処理を実行するタイミングはこれらに限られない。ここでは、ＭＦＰ１０の電力モード
がスリープモードであり、かつ、ユーザを検知した状態が一定時間継続したタイミングで
、背景データの取得処理を実行する態様を変形例として説明する。これは、ＭＦＰ１０を
使用したユーザがＭＦＰ１０の目の前に例えば段ボール箱等の荷物を置いて立ち去ったよ
うなケースを想定している。本変形例に係るタイミングで背景データ取得処理を実行する
ことで、検知エリア６２０内に存在し続ける静止物体が背景データに反映され、当該静止
物体が人体として誤検知されるのを防ぐことができる。
【００３９】
　図１０は、本変形例に係る場面を想定した、人感センサ部６００の検知状態の変化及び
ＭＦＰ１０の電力モードの変化を時系列に示した図である。マイコン５１４は、ｔ0～ｔ2
2の各時点において、前述のユーザ検知処理を実行し、検知エリア６２０内に動体が存在
するか（ステップ５０３）、動体が存在した場合にその動体はＭＦＰ１０の使用意思が推
認されるユーザか（ステップ５０６）を判断している。以下、図１０に沿って詳しく説明
する。
【００４０】
　まず、ｔ1の時点において、マイコン５１４は、背景データとその時点における距離デ
ータとを比較し、検知エリア６２０内に侵入した動体（ここではユーザが抱える荷物）を
検知する。そして、当該動体までの距離情報として1500mmが保存される。ただし、このｔ
1の時点では、検知した動体が、ＭＦＰ１０を使用するであろうユーザであるとは判定さ
れない。
【００４１】
　次に、ｔ3の時点において、マイコン５１４は、背景データとその時点における距離デ
ータとを比較して動体を検知し、さらに、過去20フレーム分の距離情報を解析し、検知し
た動体がＭＦＰ１０の使用するであろうユーザであると判定する。この場面でユーザは、
ＭＦＰ１０の操作に先立ち、荷物をＭＦＰ１０の正面500mmの位置に置いている。
【００４２】
　そして、ｔ5の時点でユーザがＭＦＰ１０の操作を終え、ＭＦＰ１０の不使用状態が所
定時間（例えば120sec）経過すると、ｔ7の時点でメインコントローラ２００内のＣＰＵ
２２１はその事実を検知し、電力モードをスタンバイモードからスリープモードに移行さ
せる。しかし、このｔ7の時点でマイコン５１４は、ユーザが置き去りにした荷物を検知
し続けている。つまり、ユーザが検知エリア６２０から離れたにも関わらず、ユーザが存
在し続けているとの誤検知状態が継続している。そして、電力モードがスリープモード下
で、ユーザ検知状態の一定時間継続（例えば60sec）をマイコン５１４が検知すると、背
景データ取得処理が実行される（図１０中の太矢印）。これにより、ＭＦＰ１０の前方50
0mmの位置に静止物体が置かれた状態で背景データが生成されることになる。この結果、
ｔ8の時点以降のｔ21の時点において、ＭＦＰ１０に再びユーザが接近した場合に、マイ
コン５１４はＭＦＰ１０の前方500mmの位置に置かれた静止物体の影響を受けずに、動体
の存否等を判断できる。このように、スリープモード下で、ユーザを検知した状態が一定
時間継続したタイミングで背景データの再取得を行うことで、ＭＦＰ１０の前に荷物等が
放置された場合でも、これをユーザと誤検知してしまうのを防ぐことができる。
【００４３】
　なお、背景データ取得処理の実行タイミングとしては、さらに下記のようなタイミング
が考えられる。　
１）人感センサ部６００から得られる距離データが一定時間変化なしと判断された時点
２）ＭＦＰ１０がスタンバイモードからスリープモードに移行した時点
３）ユーザ或いはサービスマン等の管理者が指示した時点
上記３）の例としては、例えば以下のようなケースがある。　
　　・操作部５００や外部ＰＣ等を介して、背景データ取得処理の実行が指示された場合
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　　・背景データ取得処理の実行タイミングとして予め指定・登録された日時が到来した
場合
【００４４】
　以上の通り、本実施例によれば、測距型センサを用いた人体検知において、静止物体に
よる誤検知を防止して、プリンタ等の電子機器に接近する或いは離れるユーザを正確に検
知することができる。
【実施例２】
【００４５】
　人体等の動体を正確に検知するためには、人感センサ部６００の検知エリア内に人が存
在しない状態で背景データを生成・取得することが重要である。この点、背景データ取得
処理の実行時に検知エリア内に人が存在しないことを常に保証するのは困難である。例え
ば、サービスマン等の管理者がＭＦＰ１０とは離れた場所にあるＰＣ等から背景データ取
得処理の指示を行う場合には、ＭＦＰ１０の前に人が存在しないことを確認できないこと
もあり得る。また、背景データ取得処理の実行日時を予め指定しているようなケースでは
、その実行時点で検知エリア内に人が居るかどうかを事前に把握することは困難である。
【００４６】
　そこで、ユーザ検知処理の中で背景データを更新する態様を、実施例２として説明する
。なお、実施例１と共通する内容については説明を省略ないしは簡略化し、以下では差異
点を中心に説明を行うものとする。
【００４７】
　図１１は、背景データの更新を説明する図である。ここでは、背景データ取得処理が実
行された時にたまたまユーザがＭＦＰ１０の前に居たという場面を想定している。図１１
（ａ）において、左側は背景データの時系列的な変化、右側は距離データの時系列的な変
化をそれぞれ示し、前述の図６と同様、斜線部分の各要素が“物体あり”を示し、非斜線
部分の各要素が“物体なし”を示している。なお、本実施例に係る背景データには、物体
のあり／なしを表す情報に加え、各要素が“物体あり”の場合、その要素には所定の変数
Ｎ（Ｎ＞1）が与えられる。図１１の例では、変数Ｎの値を10としているがこれに限定さ
れない。以下、図１１に沿って説明する。
【００４８】
　まず、ｔ11の時点では、ユーザはＭＦＰ１０の面前に存在したままである（図１１（ｂ
）を参照）。よって、ｔ11の時点の距離データには、人からの反射波による“物体あり”
を示す4つの要素が存在している。また、ｔ11の時点の背景データにも、人からの反射波
による“物体あり”を示す4つの要素が存在している。このｔ11の時点における斜線の各
要素は、上述の変数Nの値として“10”を保持している。
【００４９】
　次に、ｔ10の時点では、ユーザはＭＦＰ１０の面前から離れて既に検知エリア６２０の
外に位置している（図１１（ｂ）を参照）。よって、ｔ10の時点の距離データには、人か
らの反射波による“物体あり”の要素は存在しない。このタイミングで、マイコン５１４
は、背景データ更新処理を行う。具体的には、ｔ11時点の背景データの各要素と、ｔ10時
点の距離データの各要素とを比較し、ｔ11時点の背景データ内の“物体あり”の要素が、
ｔ10時点の距離データ内で“物体なし”の場合、当該要素における変数Nをデクリメント
（1減算）する。この結果、ｔ10の時点の背景データにおける“物体あり”を示す4つの要
素内の変数Nの値が“10”から“9”になる。
【００５０】
　そして、ｔ9の時点では、ユーザはＭＦＰ１０からさらに離れた場所に位置している（
図１１（ｂ）を参照）。よって、ｔ9の時点の距離データには、人からの反射波による“
物体あり”の要素は存在しない。このタイミングでもマイコン５１４は背景データ更新処
理を行う結果、ｔ9の時点の背景データにおける“物体あり”を示す4つの要素内の変数N
の値が“9”から“8”になる。以降、同様の処理が繰り返され、変数Nの値が“0”になっ
たとき、“物体あり”を示す斜線の要素は“物体なし”を示す非斜線の要素に変更される
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。こうして、ｔ1の時点では、人がＭＦＰ１０から離れたことを反映した背景データが得
られる。
【００５１】
　以上をまとめると、背景データの更新は以下のような手順でなされる。まず、現時点に
おける背景データの各要素と、直近の測定で得られた直前フレームの距離データの各要素
とを比較する。そして、背景データ内の要素が“物体あり”を示す情報を保持している場
合に、当該要素に対応する距離データ内の要素が“物体なし”を示す情報を保持する場合
、背景データ内の当該要素における変数Nの値をデクリメントする。そして、変数Nの値が
0になると、背景データ内の当該要素を“物体なし”を示す情報を保持する要素に変更す
る。以上のような更新処理によって、検知エリア６２０内に人が存在する状態で背景デー
タ取得処理を実行した場合であっても、その人がその場所から離れれば、その状態を背景
データに反映させることができる。
【００５２】
　図１２は、本実施例に係る、背景データ更新処理を含むユーザ検知処理の流れを示すフ
ローチャートである。ステップ１２０１～ステップ１２０５は、実施例１の図５のフロー
におけるステップ５０１～ステップ５０５に対応する。すなわち、取得した距離データに
対してノイズ除去を行い（Ｓ１２０１及びＳ１２０２）、ノイズ除去後の距離データと予
め用意された背景データとを比較して、両データ間の差分に応じた距離情報が保存される
（Ｓ１２０３～Ｓ１２０５）。
【００５３】
　本実施例では、検知エリア６２０内に動体が存在せず（Ｓ１２０３でＮｏ）、その事実
を示す距離情報が保存された後に（Ｓ１２０５）、ステップ１２０６にて上述した背景デ
ータの更新処理が実行される。以降のステップ１２０７～ステップ１２０９は、実施例１
の図５のフローにおけるステップ５０６～ステップ５０８に対応し、特に異なるところは
ないので説明を省く。
【００５４】
　なお、図１２のフローでは、距離データを取得する度（毎フレームにおいて）に、背景
データ更新処理を実行するようにしているが、例えば1回おきに実行するなど、背景デー
タの更新を実行しないフレームがあってもよい。
【００５５】
　本実施例によれば、検知エリア内に人が存在する状態で背景データが生成・取得された
場合であっても、背景データの更新を頻繁に行うことで、その人がその場所から離れれば
、その状態を背景データに反映させることができる。これによって、検知エリア内に再び
人が現れた場合に、距離データと背景データとの間に差分が生じやすくなり、ユーザを高
精度に検知することが可能となる。
【００５６】
　なお、上述の各実施例で示したマイコン５１４が実行する処理は、GPU(Graphics Proce
ssing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programma
ble Gate Array)等で実現してもよい。また、実行する処理の一部がハードウェア化され
ていてもよい。
【００５７】
　また、上述の各実施例では、本発明を適用可能な電子機器の一例として多機能プリンタ
を用いて説明したが、本発明を適用可能な電子機器はこれに限定されるものではない。例
えば、超音波センサ等の測距型センサによって物体検知を行うパーソナルコンピュータ、
家電製品等であってもよい。
【００５８】
　（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
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、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 6929028 B2 2021.9.1

【図１１】 【図１２】
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